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■グループホーム 

高齢者、障害者、親と同居丌可能な子供などの生活に困窮する人が、小人数で支援を受けながら一般住宅で生活す

る、社会的介護、養護の一形態である。地域社会に溶け込む生活が理想とされ、「集団生活型介護」とも称する。 

ヨーロッパから始まったノーマライゼーションの一環で、精神障害者、知的障害者を社会的な隔離施設から解放す

る脱施設の動向が患者、高齢者、要養護の児童へ拡大されて広く浸透し、グループホームとなった。 

日本では、認知症高齢者グループホームを指す場合が多いが、嚥下困難や学習障害など種々の障害に対応するもの

がある。介護保険制度では認知症高齢者型グループホームは住宅とみなされ、提供するサービスは在宅サービスと

して扱う。福祉施設ではなく住宅なので、住居系の用途地域でも建てられる。家族や里親などを模した生活様式を

採るもの、社会福祉法人や介護援助サービス企業が設置して運営するもの、障害者グループが自立して共同生活す

るもの、医療施設を核とする大規模な総合福祉施設の敷地内に小規模な建物で建てられているものもある。 

 

■シェアハウス 

一つの住居に複数人が共同で暮らす賃貸物件を指す。台所、トイレ、浴室、洗濯機、冷蔵庫、リビングなどを共同

で使用し、プライバシー空間として個室を利用する。 

多くのシェアハウスは、寮やマンション、一般の民家等であった建物を転用して運営されている。 

ルームシェア（海外では、フラット・シェア、ハウス・シェアなどと呼ばれる）が一般的にアパート・マンション

の一室や戸建住居を複数人で共同で借りて使用する形態であるのに対し、日本のシェアハウスは業者主導で運営さ

れることが主流で、従来の風呂無しアパートのように経済性のみを追求したものではなく、共用設備の利用し、入

居者同士のコミュニケーションを主要な目的としているのが特徴である。 

 

■ゲストハウス 

訪問者のための宿泊施設、母屋とは別に用意された建物を称する場合が多い。安価な簡易宿泊施設。を指す場合も

あり、民泊と混同されることがある。 

国際的な意味では、旅行者が比較的安価な料金で利用出来る、バックパッカーの利用などに主眼を置いた安価な宿

泊施設を指して使われることが多い。それらは、ホテルとは違い、部屋によってはトイレ、バスルームがない場合

もあり、共用のものを利用する。月単位の料金設定をしているところもあり、そこでは長期滞在も可能である。 

かつて日本においてはシェアハウス、シェアルームのことを、ゲストハウスと称していた業者もいたが、今はその

言葉の使い方は廃れている。 

 

■民泊 

住宅には台所、シャワー、トイレ、洗面設備が必要。（別棟でもよい） 

生活や所有者、賃借人や転借人の居住の場である住宅、入居が予定されている住宅であること。 

 

・旅館業法上で定義される簡易宿泊施設としての民泊 

ホテル、旅館、簡易宿泊所（カプセルホテル、ユースホステルなど）、下宿営業など、旅館業法による簡易宿泊施

設としての民泊。営業日数などの制限がない代わりに、旅館業法上の許可が必要で、衛生上の管理責任者を置く必

要がある。保健所の許可が必要。また、宿泊者がその宿泊する部屋に生活の拠点となってはならず、貸アパートと

は別のものである。 
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・2018年に施行された住宅宿泊事業法（民泊新法）で定義される住宅としての民泊 

旅館業法で定義される宿泊施設が建設、営業できない、都市計画で定められた住居系用途地域（第一種低層住 

専用地域を含む）でも、建設、営業が可能。 

但し年間の営業日数が 180日以下と定められている。 

また、家主が宿泊者と一緒に宿泊施設に泊まるタイプの家主居住型と家主は宿泊施設に泊まらず、民泊施設管理

者が施設を管理する家主丌在型の 2種類に分類される。 

 

Ａ.家主居住型（ホームステイ） 

住宅提供者が、住宅内に居住しながら、当該住宅の一部を利用者に貸し出すもの。 

・個人の生活の本拠である（原則として住民票がある）住宅であること。 

・提供日に住宅提供者も泊まっていること。 

・年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。 

※休暇で旅行に行く間貸し出すというような場合は、家主居住型としては貸出が出来ない。  

 

Ｂ．家主丌在型 

・個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であ

ること。（法人所有のものも含む） 

・年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。 

・提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること。（登録された管理者に管理委託、又は住宅提供 

者本人が管理者として登録） 

 

・特区民泊 

  特区民泊は、国家戦略特区内で、都道府県知事等の特定認定を受けた場合に旅館業法の適用が除外となる民泊。

比較的長い範囲内で宿泊が認められ、自治体が定めた期間以上の宿泊が可能となる。 

居室の床面積が一定規模以上必要（自治体によって異なる）であり、民泊新法に沿った民泊よりも基準は厳しく

なるが、1年を通して営業できる。 

現在の対象地域 

東京都大田区、大阪市の一部、大阪市、北九州市の一部、新潟市の一部、千葉市の一部 



建物用途 諸条件 可能の可否
専用住宅 ○
共同住宅 ○
寄宿舎 ○
下宿 ○

非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延床面積の1/2以下
但し、非住宅部分の用途は下記による
・事務所、日用品の販売店舗、食堂、喫茶、理髪店、美容院、クリーニング店、質屋、貸衣裳店、貸本屋などのサー
ビス店
・洋服店、畳屋、建具店、自転車店、家電店など（原動機出力0.75ｋｗ以下）

・自家販売の食品製造業、食品加工業、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋など（原動機出力0.75ｋｗ以下）

・学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエなど（原動機出力0.75ｋｗ以下）

幼稚園 ○
小学校、中学校、高等学校 学校教育法に基づくもの ○
図書館等(博物館、美術館、資料館） 図書館法に基づくもの ○
地区センター ×
派出所 ○
一定規模以下の郵便局 ○
神社、寺院、教会等 ○
公衆浴場、診療所等 ○
公民館 社会教育法に基づくもの、近隣住民の為のもの ○
自治会、町内会会館 集会場扱い ○
隣保館 社会福祉法に基づくもの ○
シェアハウス（共同居住型賃貸住宅） 住宅セイフティーネット法、事務スペース付の高級なシェアハウス可、寄宿舎扱い ○
障碍者グループホーム 障碍者総合支援法 ○

住宅宿泊事業法（民泊新法）、年間営業日数180日まで

家主居住型と家主不在型があり、家主不在型と事業主が法人の場合、住宅民泊事業管理者が管理

ゲストハウス（簡易宿泊所） 旅館業法、365日営業可 ×
結婚式場 ○
都市公園 藤沢市に売却、公園施設として利用 ○
老人デイサービスセンター 老人福祉法 ○（愛知県）
老人短期入所施設 老人福祉法 ○（愛知県）
養護老人ホーム 老人福祉法 ○（愛知県）
特別養護老人ホーム 老人福祉法 ○（愛知県）
軽費老人ホーム 老人福祉法 ○（愛知県）
認知症高齢者グループホーム 老人福祉法 ○（愛知県）
老人福祉センター 老人福祉法、600㎡以下 ○（愛知県）
有料老人ホーム 老人福祉法 ○（愛知県）
乳児院 児童福祉法 ○（愛知県）
母子生活支援施設 児童福祉法 ○（愛知県）
児童養護施設 児童福祉法 ○（愛知県）
障碍児入所施設 児童福祉法 ○（愛知県）
児童発達支援センター 児童福祉法 ○（愛知県）
児童発達支援事業を行う施設 児童福祉法 ○（愛知県）
児童心理治療施設 児童福祉法 ○（愛知県）
児童自立支援施設 児童福祉法 ○（愛知県）
保育所 児童福祉法、無認可・託児所を含む ○（愛知県）
認定こども園 児童福祉法 ○（愛知県）
児童厚生施設 児童福祉法、600㎡以下 ○（愛知県）
児童家庭支援センター 児童福祉法 ○（愛知県）
地域子育て支援拠点事業施設 児童福祉法 ○（愛知県）
放課後等デイサービス 児童福祉法 ○（愛知県）
救護施設 生活保護法 ○（愛知県）
更生施設 生活保護法 ○（愛知県）
宿所提供施設 生活保護法 ○（愛知県）
授産施設 生活保護法、社会福祉法第２条第２項第７号に基づく助産施設を含む ○（愛知県）
授産施設（集会、通園付） 生活保護法、600㎡以下 ○（愛知県）
医療保護施設(診療所となる場合） 生活保護法 ○（愛知県）
医療保護施設(病院となる場合） 生活保護法、600㎡以下 ○（愛知県）
福祉ホーム 障碍者総合支援法 ○（愛知県）
障害者支援施設 障碍者総合支援法、居住の為の継続的入所 ○（愛知県）
障害者支援施設（集会、通園付） 障碍者総合支援法、600㎡以下 ○（愛知県）
地域活動支援センター 障碍者総合支援法 ○（愛知県）
就労移行支援の用に供する施設 障碍者総合支援法 ○（愛知県）
就労移行支援の用に供する施設（Ａ型、Ｂ型） 障碍者総合支援法、600㎡以下 ○（愛知県）
身体障碍者福祉センター 身体障碍者福祉法、600㎡以下 ○（愛知県）
補装具製作施設 身体障碍者福祉法 ○（愛知県）
視聴覚障碍者情報提供施設 身体障碍者福祉法 ○（愛知県）
婦人保護施設 売春防止法 ○（愛知県）
更生保護事業に係る施設 厚生保護事業法 ○（愛知県）
介護予防センター(地域の高齢者の機能向上支援) ○（愛知県）
介護予防センター(各種相談が主の場合) 600㎡以下 ○（愛知県）
訪問介護を行う事業所 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
訪問入浴介護を行う事業所 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
訪問看護を行う事業所（病院、診療所以外） 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
訪問リハビリテーシヨンを行う事業所（病院、診療所以外） 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
居宅療養管理指導を行う事業所（病院、診療所、店舗以外） 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
夜間対応型訪問介護を行う事業所 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
居宅介護支援を行う事業所 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
介護予防訪問入浴介護を行う事業所 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
介護予防訪問看護を行う事業所（病院、診療所以外） 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
介護予防訪問リハビリテーシヨンを行う事業所（病院、診療所以外） 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
介護予防居宅療養管理指導を行う事業所（病院、診療所、店舗以外） 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
介護予防支援を行う事業所|（病院、診療所以外） 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
訪問型サービスを行う事業所

介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、介護予防・日常生活支援の指針にあるサービスを行うもの、600
㎡以下

○（愛知県）
訪問型サービスに準じるサービスを行う事業所 介護保険法、第１号ハに規定するサービスを行うもの、600㎡以下 ○（愛知県）
地域包括支援センター 介護保険法、600㎡以下 ○（愛知県）
介護予防訪問介護を行う事業所 介護保険法、これに相当するサービス施設を含む、600㎡以下 ○（愛知県）
小規模多機能型居宅介護施設 介護保険法 ○（愛知県）
介護老人保健施設(診療所となる場合) 介護保険法 ○（愛知県）
介護老人保健施設(病院となる場合) 介護保険法 ×
サービス付高齢者向け住宅（診療所併設） 高齢者住まい法 ○
サービス付高齢者向け住宅（病院併設） 高齢者住まい法 ×

民泊 ○

■用途地域による制限（第一種低層住居専用地域の場合）
※前提条件：用途地域制限により、建てられないものを、許可申請を行い合法化することは考えない

※確認申請を行うことは、耐震性等の遡及があるので、想定しない。

※屋敷の床面積ha㎡である。

兼用住宅

○


